
 

 

 

          

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

  

【最低賃金引上げに向けた中小企業等への支援について】 
 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引き上げに向けた環境整備を図るため、以下
の支援を実施しています。 

(1)業務改善助成金   

 
 

(2)鹿児島働き方改革推進支援センター 
 当センターでは、働き方改革の実現に向けて、長時間労働の是正、非正規雇用労働者の
待遇改善、生産性向上による賃金引上げ等に向けた取組を支援しています。また、業務改
善助成金を含む各種助成金の相談にも応じています。 
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名瀬労基署だより  
 

《鹿児島県最低賃金が改正されました》 
  みんなチェック！最低賃金。 

時間額 853 円（令和４年１０月 6 日効力発生） 
 鹿児島県最低賃金は821円から32円引き上げられ時間額853円となり
ます。パートやアルバイトなどの雇用形態や年齢を問わず、必ずこの金額
以上の賃金を支払わなければなりません。また、この金額には、 
  ①臨時に支払われる賃金(結婚手当など) 

②1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) 
③時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金 
④精皆勤手当、通勤手当、家族手当 

は含まれません。 
 ※特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用される方には、当該特定最低賃

金以上の賃金を支払う必要があります。 
特定最低賃金(産業別最低賃金)額は、鹿児島労働局ホームページでご確

認下さい。また、当該金額についても今後改訂される予定です。 

 鹿児島働き方改革推進支援センター 有給休暇の 5日取得  時間外労働の上限  同一労働同一賃金 

～ 働き方改革の取り組みを支援します ～   TEL 0120-221-255  （https://hatarakikata.sr-kagoshima.jp/） 

 

 

 

「労基署だより」は、鹿児島労働局ホームページに掲載しています！ 
（https:// jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/） 
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